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猪名川・藻川河川保全利用憲章（案）について 

 
(1) 目的 

猪名川・藻川における河川特有の自然環境は他には代えがたい地域の共有財産であることを鑑み、

地域との合意形成を図りながら河川環境を損なう利用の是正を行なうとともに、利用者への安全への

配慮、ユニバーサルデザインの導入などを推進することによって、地域から愛され、親しまれる河川

環境を形成・維持していくことが望まれる。 
このため、猪名川・藻川における河川環境の保全・再生を重視した保全利用の方向性を示す、市民

みんなの基本的なルールをまとめ、委員会審議にあたっての基本理念とする。また、河川管理者・占

用者・利用者・NPO 等が一体となり河川環境に対する意識を高める。 

 

(2)素案検討の流れ 

猪名川・藻川河川保全利用憲章は、猪名川・藻川の河川の特性と、これまでの委員会意見を反映し

て素案を作成する。 
 
(3)河川特性等の整理 

 猪名川・藻川の河川特性等を整理すると次のとおりである。 
 概      要 課題と対応 

河
道
特
性 

流域には川西市、池田市、宝塚市、箕面市など多くの都市を擁する、典
型的な都市河川である。流域内の資産密度、人口密度は著しく高く、また
水源地域まで住宅団地・ゴルフ場などの開発が進んでいる。流域の市町
には約１８０万人が住み、川の水は生活用水・工業用水・農業用水として
利用されている。 
狭窄部上流の浸水被害の解消や本川の一部は計画に対して流下能力が
不足している。 

・川西・池田地区の築堤・護岸
及び河道掘削 
・銀橋狭窄部の開削 
・総合治水対策による流域から
の流出抑制 

自
然
環
境 

猪名川は、銀橋下流の狭窄部に代表されるように猪名川の上流部は渓谷
の様相を呈しているが、中下流部は川幅が比較的広く、河道内の所々に
瀬や淵がある。 
植生は、中流部ではオギ、ツルヨシ等、下流部ではヨシ、セイタカヨシ等が
代表的であるが、近年ではアレチウリ等の外来植物が繁茂している。鳥類
では、水辺や中州ではサギ類・千鳥類・セキレイなどが多く見られ、河口
には一年を通してカワウがいたり、冬にはカモ類やユリカモメが浮かんで
いるのが見られる。魚類では、６０種を超える魚種が確認されており、最も
多いのはオイカワで、ギンブナ、カマツカと続く。 
昆虫では最も多いのは河川敷にいるバッタ類である。両生類、爬虫類、哺
乳類では、トノサマガエル、イシガメ、アオダイショウ、カヤネズミ等が比較
的多く見られる。 
猪名川の水質は１９６５年から数年間で急激に低下したが、その後、下水
道の普及や工場排水の規制などによって回復しつつある。上中流部では
環境基準を満足した水質を保っており、下流部でも一部を除き環境基準
を満足している。 

・低水護岸整備に伴う水陸移
行帯の消失、河原環境の減少 
・井堰等による縦断の連続性の
分断 
・河川流量の減少 
・外来生物の進入 
・水質改善の鈍化 
・失われた自然環境の再生 
 
 

  
利
用
状
況 

典型的な都市河川である猪名川は、その恵まれた空間特性や都市に残
された貴重な自然環境として、散策、レクリエーションなど多くの人々に利
用されている。河川敷の利用実態としては、年間河川空間利用者総数(推
計)は年間約 317 万人、年間平均利用回数は約 2.4 回／人である。利用
形態は散 策が最も多く、次にスポーツ利用が多い。また、高水敷は、広
範囲にわたり河川公園，グラウンドとしての利用が多い状況となっている。
面的占用されているその面積は 33.23ha と高水敷の面積の 66%に及ぶ。

・昭和 20～60 年代の人と川と
の係わりの復活 
・排他独占的な利用の抑制 
・川でなければできない利用の
推進 
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(4)猪名川・藻川河川保全利用憲章（案） 

 河川特性、委員会での意見を踏まえて、猪名川・藻川河川保全利用憲章(案)に至る修正の流れ

を以下に示す。 

【当初案】 

 

 

○猪名川のもっている多面的な役割を念頭におき、治水・利水・環境と調和した河川の

保全利用のあり方を常に考えます 

○地域の相互理解・合意形成を図りながら、連携と協働によって適正な保全利用を目指

します 

○河川の保全利用に関する新しい取り組みを積極的に導入し、適正で継続的・発展的な

河川の保全利用を図ります 

○“猪名川らしさ”を追求する適正で継続的・発展的な河川の保全利用により、地域に

親しまれる水辺を形成し、次世代へ継承します 

 

【平成 21 年度委員会意見等を踏まえた修正案】(平成 22 年度第 1 回委員会提示案) 

   （仮称）猪名川・藻川河川保全利用憲章（素案） 

 

 

 

○ 猪名川は、川西・池田・伊丹・豊中・尼崎の都市を流れる河川でありながら、そ

こには、魚、野鳥、水生昆虫、陸生昆虫、小動物、植物など、川ならではのさま

ざまな生きものたちが暮らす自然があります。 

○ 猪名川は、生きものたちにとって、かけがえのない棲処です。 

○ 猪名川は、わたしたち人間にとって、水と緑の憩いの空間であり、貴重な自然と

のふれあいの場、まなびの場です。 

○ 猪名川の“川らしさ”を守っていくために、「川の利用のあり方」 

を考えて、川本来のすがたも大切に育みながら、利用しましょう。 

○ 流域のみなさまのちからが、川本来のすがたを守ります。猪名川での『川らしい

利用』の取り組みをつづけていくことにより、この自然豊かな猪名川を次の世代

へと伝えていきましょう 

 

 

平成○○年○○月○○日 

                     猪名川・藻川河川保全利用委員会 提唱
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【平成 22 年度第 1、2 回委員会意見等を踏まえた修正案】 

 

（仮称）猪名川・藻川河川保全利用憲章（案） 

 

前文 

猪名川は、猪名川町を水源地として、川西・池田・伊丹・豊中・尼崎の都市を流れる河川で、

そこには、魚、野鳥、昆虫などの小動物や植物など、川ならではのさまざまな生きものたちが暮

らす自然があります。 

猪名川は、残された自然の場として、生きものたちにとってかけがえのないすみかであり、流

域の住民にとっても大切な水資源の供給元でもあり、非常に重要な空間です。 

猪名川は、沿川都市の住民にとっては、水と緑の憩いの空間であり、貴重な自然とのふれあい

の場、まなびの場です。 

猪名川の“川らしさ”を守っていくために、生物の多様性に配慮しながら「安全・安心の確保」

とともに「川の利用のあり方」を考えて、川本来のすがたも大切に育みながら、利用していきま

す。 

流域のみなさまのちからが、川本来のすがたを守ります。ここに、わたしたちは、猪名川での

『川らしい利用』の取り組みをつづけていき、この自然豊かな猪名川を次の世代へと伝えていく

ことを決意します。 

よって、猪名川・藻川河川保全利用委員会は、ここに猪名川・藻川河川保全利用憲章を定めま

す。 

条文 

 

一 猪名川の自然を愛そう。 

一 猪名川の豊かな恵みに感謝しよう。 

一 猪名川の利用に責任を持とう。 

一 猪名川の自然、景観、歴史・文化を後世に伝えよう。 

 

 

平成○○年○○月○○日 

                     猪名川・藻川河川保全利用委員会 提唱 
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■前文・条文・評価の視点 

注）図中の赤文字：平成 22 年度第 1 回委員会意見等を踏まえ修正、青文字：平成 22 年度第 2 回委員会意見等を踏まえ修正 

○猪名川は、猪名川町を水源地として、川西・
池田・伊丹・豊中・尼崎の都市を流れる河川で、
そこには、魚、野鳥、昆虫などの小動物や植物
など、川ならではのさまざまな生きものたちが暮
らす自然があります。

○猪名川は、残された自然の場として、生きも
のたちにとってかけがえのないすみかであり、
流域の住民にとっても大切な水資源の供給先
でもあり、非常に重要な空間です。

○猪名川は、沿川都市の住民にとっては、水と
緑の憩いの空間であり、貴重な自然とのふれあ
いの場、まなびの場です。

○猪名川の“川らしさ”を守っていくために、生物
の多様性に考慮しながら「安全・安心の確保」と
ともに「川の利用のあり方」を考えて、川本来の
すがたも大切に育みながら、利用しましょう。

○流域のみなさまのちからが、川本来のすがた
を守ります。猪名川での『川らしい利用』の取り
組みをつづけていき、この自然豊かな猪名川を
次の世代へと伝えていきましょう。

一　猪名川の自然を愛そう。

一　猪名川の豊かな恵みに感謝しよう。

一　猪名川の利用に責任を持とう。

一　猪名川の自然、景観、歴史・文化を後世に
伝えよう。

自然環境の保全・再生

川の利用と責任

施設の維持管理

前　　　文

条　　　文

評価の視点
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■委員からの意見の反映状況 

 

注）図中の、 

赤文字：平成 22 年度第 1 回委員会意見等を踏まえ修正 

青文字：平成 22 年度第 2 回委員会意見等を踏まえ修正 

○猪名川のもっている多面的な役割を念頭にお
き、治水・利水・環境と調和した河川の保全利
用のあり方を常に考えます

○地域の相互理解・合意形成を図りながら、連
携と協働によって適正な保全利用を目指します

○河川の保全利用に関する新しい取り組みを積
極的に導入し、適正で継続的・発展的な河川の
保全利用を図ります

○“猪名川らしさ”を追求する適正で継続的・発
展的な河川の保全利用により、地域に親しまれ
る水辺を形成し、次世代へ継承します

◆川でなければできない利用、川に活かされた
利用、自然のことを考えて、大切に思っているこ
と

●猪名川は、川西・池田・伊丹・豊中・尼崎の都
市を流れる河川でありながら、そこには、魚、野
鳥、水生昆虫、陸生昆虫、小動物、植物など、
川ならではのさまざまな生きものたちが暮らす
自然があります。

●猪名川は、生きものたちにとって、かけがえ
のない棲処です。

●猪名川は、わたしたち人間にとって、水と緑の
憩いの空間であり、貴重な自然とのふれあいの
場、まなびの場です。

●猪名川の“川らしさ”を守っていくために、「川
の利用のあり方」を考えて、川本来のすがたも
大切に育みながら、利用しましょう。

●流域のみなさまのちからが、川本来のすがた
を守ります。猪名川での『川らしい利用』の取り
組みをつづけていくことにより、この自然豊かな
猪名川を次の世代へと伝えていきましょう。

◆格調高く、わかりやすく、箇条書きで

◆生物多様性を保全することは人間にとっても
非常に重要なこと、河川は環境学習の場、環境
教育の場、ふれあいの場として非常に重要な
オープンスペースである

◆将来的な方向性、利用のあり方、川のあるべ
き姿　を考える

◆保全とは、環境や川らしさを保全すること

当初の事務局案 委員からの意見 修正後の素案 委員（第１回委員会）からの意見

◇利用のあり方には、治水・安全に関することを
入れておかないといけない。

修正案（第２回委員会意見を考慮）

◇周辺自治体に関する記述は、直轄管理区間
の自治体をあげているが、猪名川町も記述すべ
きである。1行目の「ありながら」を「河川で」、下
から2行目の「取組みをつづけていくことにより」
を「取り組みを続けていき」に直してもよい。

◇一番目の文章では自然の大切さを書いてい
るが、生き物だけでなく、流域の住民にとっても
非常に重要な場所であることを記述すべきであ
る。

◇「水生昆虫、陸生昆虫」という表現があるが、
「小動物」として表現できる。

◇猪名川の特性として、沿川都市の住民とって
は自然な場は猪名川しかないということを記述
すべきである。

○猪名川は、猪名川町を水源地として、川西・
池田・伊丹・豊中・尼崎の都市を流れる河川で、
そこには、魚、野鳥、昆虫などの小動物や植物
など、川ならではのさまざまな生きものたちが暮
らす自然があります。

○猪名川は、残された自然の場として、生きも
のたちにとってかけがえのないすみかであり、
流域の住民にとっても大切な水資源の供給先
でもあり、非常に重要な空間です。

○猪名川は、沿川都市の住民にとっては、水と
緑の憩いの空間であり、貴重な自然とのふれあ
いの場、まなびの場です。

○猪名川の“川らしさ”を守っていくために、生物
の多様性に考慮しながら「安全・安心の確保」と
ともに「川の利用のあり方」を考えて、川本来の
すがたも大切に育みながら、利用しましょう。

○流域のみなさまのちからが、川本来のすがた
を守ります。猪名川での『川らしい利用』の取り
組みをつづけていき、この自然豊かな猪名川を
次の世代へと伝えていきましょう。



 

 

 

猪名川・藻川河川保全利用憲章（案）と 
チェックリストについて（事務局提案） 

 

■猪名川・藻川河川保全利用憲章とチェックリストについて 

 
猪名川・藻川河川保全利用委員会では、猪名川・藻川河川保全利用憲章（以下、「憲章」と呼

ぶ）の策定に向けて審議をいただいています。一方、個別占用案件の審議にあたっては、憲章が

未策定のこともあって、カルテに記載された事項を主体に審議をいただき、チェックリストは参

考資料のように運用がなされています。 
本来、個別占用案件に関する審議は、憲章が定められた上で、憲章にうたう事項を満足してい

るかどうかを確認し、ご意見をいただくべきもので、このための客観的な評価基準としてチェッ

クリストが活用されるものと考えています。 
そこで、審議をいただいている憲章（案）に対応する形でチェックリストを再構成し、憲章策

定後の今後の審議にあたっては、チェックリストが審議のための主要な資料となるようにご提案

します。 

 

カルテ 

個別占用案件

説明 

客観的
な評価 

チェックリスト 具体化 憲章 

H23.2.15 
猪名川・藻川河川保全利用委員会（第3回）
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モ ニ タ リ ン グ シ ス テ ム に つ い て  

 

1.モニタリングシステムの必要性 

猪 名川・藻 川河川保 全利用委 員会は、公 園等の 占用施設 の新設、更 新及 び

変 更の許可 にあたっ て意見を 述べるこ とを目的 の一つと している 。  

こ れらの意 見は、占 用地及び 周辺の自 然環境等 を評価し て、申請 者、場 合

に よっては 河川管理 者に対し「 川でな ければで きない利 用、川に 活かされ た

利 用」への取 り組みと して、改善・是正する べき事項 を助言す るもので ある 。  

ま た、現在 審議中の チェック リストで は、猪名 川・藻川 河川保全 利用委 員

会 からの提 唱を受け て、今後 猪名川流 域の各自 治体と流 域住民の 方々によ る

合 意形成を 踏まえて ルール化 されるこ とになる「 猪名川・藻川河 川保全利 用

憲 章」を先 取りする かたちで 、申請者 が河川保 全利用に 対し「守 るべき事 項 」

と 「行うべ き事項」 が具体的 に示され ている。  

こ のような 状況を踏 まえ、申 請者は委 員会意見 や河川保 全利用に 対し「 守

る べき事項 」と「行 うべき事 項」等に 対応した 新たな取 り組みを 行ない、河

川 管 理 者 も 申 請 者 と 連 携 し て 対 応 す べ き と の 委 員 会 意 見 に つ い て 取 り 組 み

を 行なうこ とになる 。  

こ れら取り 組みや活 動は、図 -1 に示す ように継 続的に計 画、実施 され 、適

宜 評価して 問題等が あれば是 正・改善 されてい く必要が あり、ま た、これ ら

取 り組み活 動の実施 状況につ いては、適 宜委員 会へフィ ードバッ クできる よ

う な仕組み が必要で ある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 -1 取り 組や活動 のＰＤＣ Ａのサイ クル  

H23 . 2 . 15  
猪 名 川 ・藻 川 保 全 利 用 委 員 会 （第 3 回 ）
審 議 資 料 5.3  
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申請者が行なうべき事項
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2.モニタリングシステムの概要 

こ こで提案 するモニ タリング システム は、申請 者は図 -2 に 示 すよ うに、更

新 時には「 守るべき 事項」と「行うべ き事項」に対する 取り組み 状況及び 委

員 会意見に 対する取 り組みに ついての 自己評価 を、中間 報告時に は委員会 意

見 に対する 取り組み 状況を報 告するも のとする 。  

委 員会への 報告の手 法は次の とおりと する。  

■  更 新時  

「 守るべき 事項」、「 行うべ き事項」へ の対応 について はチェッ クリ

ス トで、前 回委員会 意見への 対応につ いてはカ ルテによ る。  

■  中 間報告時  

「 取り組み 状況報告 書（案） 」による 。  

ま た、河川 管理者に ついても、更新時 には申請 者のチェ ックリス ト評価 結

果 に対する チェック を行うと ともに、申 請者と 連携して 対応すべ きとされ た

委 員会意見 への対応 状況につ いては、更 新時と 中間報告 時に、そ れぞれ河 川

管 理者用の「取 り組 み状況報 告書（案 ）」によ り委員会 へ報告し 、確 認を 受

け るものと する。  
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成

□取組み状況報告書
(案）の作成

前回委員会意見カルテの送付

□チェックリストの評価
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保全憲章

□取組み状況報告書
【更新用】(案）の作成

河川管理者用

図 -2 モニ タリング システム の概要  
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3.更新時の対応 

3.1  自 己評価（ セルフ・ チェック ）  

(1)申 請者によ る自己評 価  

占 用者によ る自己評 価は、第 一に申請 者が「猪 名川・藻 川河川保 全利用 憲

章」を踏ま えた川ら しい河川 保全利用 への取組 みや活動 を、チェ ックリス ト

を 用いて自 らその結 果を評価 するもの であり、第 二は前 回委員会 意見への 対

応 状況をカ ルテによ り評価す るもので ある。  

自 己評価の メリット には以下 のような ものがあ る。  

・ 自らが川 らしい河 川保全利 用に取り 組んでい るという 意識が高 まる。  

・ 自ら課題 を発見す るため、 是正・改 善にスム ーズにつ ながる。  

・ 守るべき 項目と行 うべき事 項を把握 すること ができる 。  

・ 河川保全 利用全般 の現状を 把握する ことがで きる。  

1)チ ェックリ ストの構 成  

チ ェックリ ストは次 のような 構成にな っている 。（図 -3、 表 -1 参 照）  

①  チ ェ ッ ク 項 目 は 、 「 猪 名 川 ・ 藻 川 河 川 保 全 利 用 憲 章 」 を 踏 ま え 、 自 然

環 境の保全 ・再生、 川の利用 と責任、 施設の維 持管理の 3 つの評 価 の

視 点から構 成してい る。  

②  チ ェ ッ ク 項 目 の 位 置 づ け と し て 、 申 請 者 が 守 る べ き 事 項 と 行 う べ き 事

項 に分けて 示してい る。  

③  評 価者は申 請者とす る。  

④  河 川 管 理 者 は 、 申 請 者 が 行 な っ た 評 価 結 果 に 対 し 、 河 川 管 理 者 と し て

客 観的な評 価を行な う。  

2)チ ェックリ ストの運 用  

チ ェックリ ストの運 用につい ては、次 の点に留 意する必 要がある 。  

・チェック リストは 、委員会 の前に各 委員に事 前送付し てレビュ ーを行 な

っ てもらう 必要があ るため、委 員会の 約１ヶ月 前には申 請者に提 出を 求

め る。  

・カ ルテ作 成の前に、日頃の 河川保全 利用の状 況にもと づいて記 載し、カ

ル テ作成後 に再度記 載内容の 見直しを 行い、カ ルテの内 容と整合 性が と

れ ているこ とを確認 しておく 。  
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図 -3 チェ ックリス トの構成

●自然環境の保全・再生
●川の利用と責任
●施設の維持管理

　猪名川・藻川河川保全利用憲章

　評価の視点

■自然環境の保全・再生

　チェックリスト

・環境への配慮

■自然環境の保全・再生

・環境意識の啓発

■川の利用と責任

・利用形態
・利用者・利用ルール
・駐車場
・人への安全

■施設の維持管理

・維持管理
・不法占用

　【守るべき事項】 　【行うべき事項】

・河川保全利用に対する問題点・課
題の把握
・改善に向けて努力するための基礎
資料

　チェックリストによる評価
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3)河 川管理者 によるチ ェックリ スト評価 結果のチ ェック  

河 川管理者 は、申請 者が作成 したチェ ックリス ト評価結 果につい て、河

川 管理者と してチェ ックを行 い、申請 者の評価 に対し問 題点等が ある 場 合

に はその旨 を説明欄 に記入す る。  

(2)河 川管理者 による自 己評価  

河川管理者による自己評価は、申請者と連携して対応すべきとされた前

回 委員会意 見への取 り組みや 活動につ いて、河 川管理者 用の「取 り組 み 状

況報告書（案）」に より評価するものであり、委員会へ報告し、確認を受

け るものと する。  

3.2  委 員による チェック  

1)チ ェックの 目的  

委員によるチェックは、チェ ックを通じて川らしい河川保全利用への取

組 み を 支 援 す る 活 動 で あ る 。 チ ェ ッ ク リ ス ト や カ ル テ の レ ビ ュ ー に よ り 、

申 請者が「 猪名 川・藻川 河川 保全利用 憲章 」を 踏まえた 河川保全 利用の 方

針 や ル ー ル を 守 っ て い る か 、 前 回 委 員 会 意 見 に 対 す る 取 り 組 み や 活 動 を 、

独 立した第 三者とし て確認す ることを 目的とす る。また、チェッ クリ ス ト

が 現状と照 らして適 切かどう かという 確認も行 う。  

このチェックにより、申請者 の守るべき事項と行うべき事項に対する意

識 と の ズ レ の 把 握 や 対 象 と す る 案 件 の 更 新 の 許 可 に あ た っ て の 考 え を ま

と めるのに 役立つ。  

2)チ ェック手 続  

委 員による チェック は次の手 順により 行う。  

■ 自己評価 結果等の 妥当性  

 ・事 前に 送付され るチェッ クリスト 評価結果 やカルテ のレビュ ーを 行

い 、自 己評 価の状況 や委員会 意見に対 する対策 の進捗状 況につい て

確 認する。  

・委員会 にお いて、必要 に応じて 申請者や 河川管理 者への質 疑を行う。 

■ 問題の報 告  

 ・自 己評 価結果等 について 、そ の判 断の妥当 性（ 判断 が正しか ったか

ど うか）を 確認し、是正・改 善等の問 題があれ ば、委員 会におい て

許 可条件や 努力目標 として意 見書にお いて報告 する。  



 
 

7

4.中間報告時の対応 

4.1  是 正・改善 の実施  

報 告された 問題点に ついて、申 請者と 河川管理 者は、そ れぞれ是 正・改

善 の要否を 検討し、 是正・改 善を実行 するかど うかの意 思決定を 行う。  

こ の意思決 定の結果 を踏まえ 、是正・改 善に向け た方針 、計 画を検討 し 、

具 体的な対 策を講じ ることに なる。  

4.2  委 員会への フィード バック  

申 請者は、意 見書を踏 まえた是 正・改善の 実施状況 や進捗状 況につい て 、

別 途定める「取 り組 み状況報 告書【申 請者用】（ 案 ）」と併 せて 中間報告

時 期に委員 会に報告 する。  

河川管理者についても、申請 者と連携して対応すべきとされた委員会意

見 への対応 状況につ いて、別 途定める「取り組 み状況報 告書【河 川管 理 者

用 】（案） 」と併せ て中間報 告時期に 委員会に 報告する 。  
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表 -1  河 川保全利 用チェッ クリスト  

 ■河川保全利用チェックリスト／その1（素案）

河川管理者
（客観評価）

項目
(位置付け)

内容 判定基準

施設周辺の自然環境が保全さ
れているか

○：保全されている
△：どちらともいえない
×：保全されていない

○：連続性が確保されている
△：どちらともいえない
×：分断されている

環境への
配慮
      A

環境意識
の啓発
      B

舗装等を行う場合に、環境に配
慮した構造になっているか

環境保全に向けての河川愛護
などの取り組みを行っているか

環境保全に関する啓発看板の
設置等の対策を施しているか

○：配慮されている
△：どちらともいえない
×：配慮されていない

○：対策を実施している
△：計画中
×：特に実施していない

○：取り組んでいる
△：計画中
×：特に取り組んでいない

環境保全
への啓発
対策
    B-1

河川愛護
活動
    B-2

申請者
（自己評価） （説明欄）

施設の横断方向の生態系の連
続性が確保されているか

（説明欄）

細目
(整理番号)

施設周辺
への配慮

A-1

横断方向
の連続性
    A-2

工作物へ
の配慮
    A-3

委員会評価

自
然
環
境
の
保
全
・
再
生
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■河川保全利用チェックリスト／その2（素案）

委員会評価
（説明欄）

河川管理者
（客観評価）

利用者が川とふれあう(親水･自然
観察等)ことが可能な施設か

施設の利用者数（時刻、曜日、季節
など）を把握しているか

利用者・
利用ルー
ル
 

利用者へ
の明示
   C-4

利用上の
ルール
   C-3

公共性の
担保
   C-5

川とのふれ
あい
   C-1

利用状況
の把握
   C-2

利用上のルール（ゴミ処理方法な
ど）を定めているか

（説明欄）

○：川とふれあう施設である
△：どちらともいえない
×：川とふれあう施設ではない

○：把握している
△：ある程度の推定はできる
×：把握していない

○：定めている
△：定めているが不十分
×：定めていない

設置する施設は、広く一般の用に供
することが可能で、申請者や一部の
利用者、団体だけに限られる排他・
独占的な利用はないか

利用に関するルール、注意事項、緊
急時の連絡先 をわかりやすい場所
に看板等で利用者へ明示している
か

○：明示している
△：一部明示している
×：明示していない

申請者
（自己評価）

○：排他・独占的な利用はない
△：どちらともいえない、不明
×：排他・独占的な利用がある

項目
(位置付け)

細目
(整理番号)

内容 判定基準

駐車場を利用する車と一般の河川
利用者、近隣住民間に交通事故や
トラブルが生じないよう、通行経路や
利用方法、管理体制に配慮している
か

駐車場の設置要望がある場合は、
出入時の動線、安全対策、不法進
入対策、管理体制、自然環境への
影響など、詳細な検討をしているか

利用形態

利用方法
や管理体
制への配
慮
   C-6

設置のた
めの検討
の有無
   C-7

駐車場

○：十分配慮している
△：配慮しているが不十分
×：配慮が全く不足している、無配
慮
―：駐車場はない

○：十分検討している
△：検討しているが不十分、現在検
討中
×：検討が全く不足している、未検
討
―：設置の要望や計画がない

川
の
利
用
と
責
任
 
C
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■河川保全利用チェックリスト／その3（素案）

委員会評価

○：整備されている
△：一部整備、整備途上
×：整備されていない

○：適正である
△：一部改正の余地がある、改正中
×：適正とはいえない、計画がない

○：適正管理されている
△：不法占用が疑われる
×：不法占用の実態がある

施設管理

不法占用

管理体制
    D-1

施設の管理計画は適正である
か

管理計画
    D-2

利用者などが許可なく用具収
納コンテナなどの不法占用物
件を持ち込まないよう、適正に
管理しているか

不法占用
対策
    D-3

項目
(位置付け)

細目
(整理番号)

内容 判定基準 申請者
（自己評価） （説明欄）

施設の管理体制を整備してい
るか
(指定管理者制度等による管理
者の明確化、管理事務所・詰
所等がある　等)

（説明欄）

河川管理者
（客観評価）

施
設
の
維
持
管
理
 
D
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取り組み状況報告書（案）   ○○○○○○公園（□□□市）  

 

【中間報告時：申請者用】 

委員会の意見  取り組み（対応）状況  備   考  
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取り組み状況報告書（案）    

 

【更新時：河川管理者用】 

前回委員会の意見  取り組み（対応）状況  備   考  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

【特記事項】  
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取り組み状況報告書（案）    

 

【中間報告時：河川管理者用】 

委員会の意見  取り組み（対応）状況  備   考  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 




